
原子力施設等におけるトピックス 

（令和 4 年 10 月 24 日～10 月 30 日） 

令 和 4 年 11 月 2 日 

原 子 力 規 制 庁 

〇令和 4 年 10 月 24 日～10 月 30 日の間に発生した以下の法令報告事象に該当する事案は、下表のとおり。 

 原子炉等規制法第６２条の３又は放射性同位元素等規制法第３１条の２に基づく報告事案（発生に係る報告に限る） 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

   該当なし  

 

〇主要な原子力事業者（＊）の原子力事業所内で令和 4 年 10 月 24 日～10 月 30 日の間に発生した以下に該当する事案は、下表のとおり。 

 保安規定に定める運転上の制限(LCO)から逸脱した事案 

 原子炉等規制法第６２条の３に基づく報告事項に該当しないが安全確保に関係する事案で、事業者がプレス公表したもの 

＊････原子力発電所を所有する電気事業者、日本原子力研究開発機構及び日本原燃㈱ 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

10 月 30 日 関西電力株式会社 高浜発電所 高浜発電所３，４号機の運転上の制限の逸脱および復帰について 
・LCO逸脱 30日06:00 

・LCO復帰 30日18:05 

 

＜参考＞ 海外の原子力施設におけるトピックス 

該当なし 

 

＜その他＞ 

該当なし 

 

（別紙）関西電力株式会社からの報告の概要 
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　　　　　　（別紙）
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高浜発電所３、４号機の運転上の制限の逸脱からの復帰について 

 
２ ０ ２ ２ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 

関西電力株式会社 
 
 高浜発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、

定格熱出力２６６万キロワット）は定格熱出力一定運転中、高浜発電所４

号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、定格熱出力２６

６万キロワット）は第２４回定期検査中、本日５時１８分から３号機Ａ－

非常用ディーゼル発電機の定期的なターニング※1を実施しました。ターニ

ング完了後、ターニングギアが外れなくなり同発電機を自動起動できなく

なったため、同日６時００分に保安規定の運転上の制限※2を満足していな

い状態にあると判断しました。 

現在、原因について、調査を行っています。 

本事象による環境への放射能の影響はありません。 
 
※１：非常用ディーゼル発電機の停止中において、ディーゼル機関内の油潤滑を行うた

め、定期的に主軸を別のモーターを用いて回転させる作業。 
※２：高浜発電所３号機において、保安規定第７４条にモード１～４の期間、ディーゼ

ル発電機２基が動作可能であることが求められている。また、高浜発電所４号機
において、保安規定８５条にモード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピ
ットに燃料体を貯蔵している期間、他号炉である３号機のディーゼル発電機２基
が動作可能であることが求められている。 

 
（２０２２年１０月３０日お知らせ済み） 

 
 その後、ターニングギアを取り外し、同発電機の確認運転を実施した結

果、正常に運転できることを確認したことから、本日１８時０５分に保安

規定の運転上の制限を満足する状態に復帰しました。 
 
 

以 上 
 
 

（事業者ＨＰ掲載資料）3



The Kansai Electric Power Co., 
Inc.

高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について

2022.10.31
関西電力株式会社

ディーゼル機関
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ターニング装置

操作レバー

ターニングギア

非常用ディーゼル発電機機関の潤滑油膜の保持等のため、外部モータを駆動
源とする装置を接続し、非常用ディーゼル発電機の回転軸をゆっくりと回転
させるもの。

ターニング装置の機能

（事業者面談資料）4


